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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　あるパターンの相互位置関係で載置された複数の鉛直流型原子層堆積（ＡＬＤ）反応炉
であって、各ＡＬＤ反応炉はＡＬＤ処理のために一回分の基板群を収容するように構成さ
れ、真空室蓋および反応室蓋を備える蓋システムと、上部からアクセス可能な反応室を収
容する真空室が各ＡＬＤ反応炉に設けられた、前記複数のＡＬＤ反応炉と、
　把持部と移動用構成とを備えた装填用ロボットであって、前記複数のＡＬＤ反応炉の各
々の反応室の上部から前記反応室への装填のために複数の装填シーケンスを実行するよう
に構成された前記装填用ロボットと、
を備えるＡＬＤ反応炉システムであって、各装填シーケンスは、
　前記蓋システムを上方位置に上昇させることと、
　収納域または棚において一回分の基板群を担持している基板ホルダを前記把持部によっ
て取り上げることと、
　前記基板ホルダを前記一回分の基板群と共に前記移動用構成によって、当該ＡＬＤ反応
炉の前記反応室の上部から前記反応室に移動させることと、
を含む、ＡＬＤ反応炉システム。
【請求項２】
　前記装填用ロボットは、各装填シーケンスにおいて、前記基板ホルダを前記上部から反
応室に鉛直に、別の装填室を通らずに、降ろすように構成される、請求項１に記載のＡＬ
Ｄ反応炉システム。
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【請求項３】
　前記システムのＡＬＤ反応炉の数は２つまたは３つである、請求項１に記載のＡＬＤ反
応炉システム。
【請求項４】
　各ＡＬＤ反応炉は、
　反応炉蓋、または反応室蓋に一体化された前記真空室蓋、を備える前記蓋システムと、
　前記反応室への装填のために前記蓋システムを吊り上げるように構成された吊り上げ構
成と、
を備える、請求項１に記載のＡＬＤ反応炉システム。
【請求項５】
　前記複数のＡＬＤ反応炉と、装填用ロボットと、収納域または棚とを取り囲む高性能の
微粒子除去エアフィルタフードを備える、請求項１に記載のＡＬＤ反応炉システム。
【請求項６】
　前記装填シーケンスを、人間オペレータなしに、単一のロボットによって実行するよう
に構成された、請求項１に記載のＡＬＤ反応炉システム。
【請求項７】
　前記装填用ロボットは、ＡＬＤ処理の後で前記複数のＡＬＤ反応炉の各々からの取り出
しのために複数の取り出しシーケンスを実行するように構成され、各取り出しシーケンス
は、
　ＡＬＤ処理された一回分の基板群を担持している基板ホルダを前記把持部によって当該
ＡＬＤ反応炉から取り上げることと、
　前記基板ホルダを前記ＡＬＤ処理された一回分の基板群と共に前記収納域または棚に前
記移動用構成によって移動させることと、
を含む、請求項１に記載のＡＬＤ反応炉システム。
【請求項８】
　あるパターンの相互位置関係で載置された複数の鉛直流型ＡＬＤ反応炉であって、各Ａ
ＬＤ反応炉はＡＬＤ処理のために一回分の基板群を収容するように構成され、真空室蓋お
よび反応室蓋を備える蓋システムと、上部からアクセス可能な反応室を収容する真空室が
各ＡＬＤ反応炉に設けられた、前記複数のＡＬＤ反応炉を作動させることと、
　前記複数のＡＬＤ反応炉の各々への装填のために複数の装填シーケンスを装填用ロボッ
トによって実行することと、
を含む方法であって、各装填シーケンスは、
　前記蓋システムを上方位置に上昇させることと、
　収納域または棚において一回分の基板群を担持している基板ホルダを取り上げることと
、
　前記基板ホルダを前記一回分の基板群と共に、当該ＡＬＤ反応炉の前記反応室の上部か
ら前記反応室に移動させることと、
を含む、方法。
【請求項９】
　各装填シーケンスにおいて、前記基板ホルダは前記装填用ロボットによって前記上部か
ら反応室に鉛直に、別の装填室を通らずに、降ろされる、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記システムのＡＬＤ反応炉の数は２つまたは３つである、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　各ＡＬＤ反応炉は、反応炉蓋、または反応室蓋に一体化された前記真空室蓋、を備えた
前記蓋システムを備え、前記方法は、
　前記反応室への装填のために前記蓋システムを吊り上げること、
を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記複数のＡＬＤ反応炉と、装填用ロボットと、前記収納域または棚とを取り囲むよう
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に高性能の微粒子除去エアフィルタフードを配置し、これにより局所的クリーンルームを
形成すること、
を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記装填シーケンスは、人間オペレータなしに、単一のロボットによって実行される、
請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　ＡＬＤ処理の後に前記複数のＡＬＤ反応炉の各々からの取り出しのために複数の取り出
しシーケンスを前記装填用ロボットによって実行することをさらに含み、各取り出しシー
ケンスは、
　ＡＬＤ処理された一回分の基板群を担持している基板ホルダを当該ＡＬＤ反応炉から取
り上げることと、
　前記基板ホルダを前記ＡＬＤ処理された一回分の基板群と共に前記収納域または棚に移
動させることと、
を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１５】
　原子層堆積（ＡＬＤ）処理のために一回分の基板群を収容するように構成された鉛直流
型ＡＬＤ反応炉であって、真空室蓋および反応室蓋を備える蓋システムと、上部からアク
セス可能な反応室を収容する真空室を備えた前記ＡＬＤ反応炉と、
　把持部と移動用構成とを備えた装填用ロボットであって、前記ＡＬＤ反応炉の反応室の
上部から前記反応室への装填のための装填シーケンスを実行するように構成された前記装
填用ロボットと、
を備えるＡＬＤ反応炉システムであって、前記装填シーケンスは、
　前記蓋システムを上方位置に上昇させることと、
　収納域または棚にある一回分の基板群を担持している基板ホルダを前記把持部によって
取り上げることと、
　前記基板ホルダを前記一回分の基板群と共に前記移動用構成によって前記ＡＬＤ反応炉
の前記反応室の上部から前記反応室に移動させることと、
を含む、ＡＬＤ反応炉システム。
【請求項１６】
　あるパターンの相互位置関係で載置された複数の鉛直流型原子層堆積（ＡＬＤ）反応炉
であって、各ＡＬＤ反応炉はＡＬＤ処理のために一回分の基板群を収容するように構成さ
れ、真空室蓋および反応室蓋を備える蓋システムと、上部からアクセス可能な反応室を収
容する真空室が各ＡＬＤ反応炉に設けられる、前記複数のＡＬＤ反応炉と、
　懸架部と移動手段とを備えた装填用ロボットであって、前記複数のＡＬＤ反応炉の各々
の反応室の上部から前記反応室への装填のために複数の装填シーケンスを実行するように
構成される前記装填用ロボットと、
を備えるＡＬＤ反応炉システムであって、各装填シーケンスは、
　前記蓋システムを上方位置に上昇させることと、
　収納域または棚に一回分の基板群を担持している基板ホルダを前記懸架部を用いて吊り
上げることと、
　前記基板ホルダを前記一回分の基板群と共に前記移動手段によって当該ＡＬＤ反応炉の
前記反応室の上部から前記反応室に移動させることと、
を含む、ＡＬＤ反応炉システム。
【請求項１７】
　原子層堆積（ＡＬＤ）処理のために一回分の基板群を収容するように構成された鉛直流
型ＡＬＤ反応炉であって、真空室蓋および反応室蓋を備える蓋システムと、上部からアク
セス可能な反応室を収容する真空室を備えた前記ＡＬＤ反応炉と、
　懸架部と移動手段とを備えた装填用ロボットであって、前記ＡＬＤ反応炉の反応室の上
部から前記反応室への装填のための装填シーケンスを実行するように構成された前記装填
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用ロボットと、
を備えるＡＬＤ反応炉システムであって、前記装填シーケンスは、
　前記蓋システムを上方位置に上昇させることと、
　収納域または棚に一回分の基板群を担持している基板ホルダを前記懸架部を用いて吊り
上げることと、
　前記基板ホルダを前記一回分の基板群と共に前記移動手段によって前記ＡＬＤ反応炉の
前記反応室の上部から前記反応室に移動させることと、
を含む、ＡＬＤ反応炉システム。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　本発明は、原子層堆積（ＡＬＤ：Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａｙｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）
装置および装填方法に関する。
【発明の背景】
【０００２】
　原子層エピタキシー（ＡＬＥ：Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａｙｅｒ　Ｅｐｉｔａｘｙ）法は、１
９７０年代初頭にツオモ・サントラ（Ｔｕｏｍｏ　Ｓｕｎｔｏｌａ）博士によって発明さ
れた。この方法の別の総称名は原子層堆積（ＡＬＤ：Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａｙｅｒ　Ｄｅｐ
ｏｓｉｔｉｏｎ）であり、今日ではＡＬＥの代わりにＡＬＤが使用されている。ＡＬＤは
、加熱された反応空間内に配置された基板に少なくとも２種類の反応性前駆体種を順次導
入することによる特殊な化学的堆積法である。ＡＬＤの成長メカニズムは、化学的吸着（
化学吸着）と物理的吸着（物理吸着）との間の結合強度の差異を利用する。ＡＬＤは、堆
積プロセス中、化学吸着を利用し、物理吸着を排除する。化学吸着中、固相表面の原子（
単数または複数）と気相から到達する分子との間に強力な化学結合が形成される。物理吸
着による結合は、ファンデルワールス力のみが関与するため、はるかに弱い。物理吸着に
よる結合は、局部温度が分子の凝縮温度を超えたときに熱エネルギーによって容易に破壊
される。
【０００３】
　定義上、ＡＬＤ反応炉の反応空間は、薄膜の堆積に用いられる各ＡＬＤ前駆体に交互に
順次曝露されうる全ての加熱された表面を含む。基本的なＡＬＤ堆積サイクルは、連続す
る４つのステップ、すなわち、パルスＡ、パージＡ、パルスＢ、およびパージＢ、から成
る。パルスＡは、一般に金属前駆体蒸気から成り、パルスＢは非金属前駆体蒸気、特に窒
素または酸素前駆体蒸気、から成る。パージＡおよびパージＢ期間中にガス状の反応副生
成物とガス状の残留反応物分子とを反応空間からパージするために、窒素またはアルゴン
などの不活性ガスと真空ポンプとが用いられる。１つの堆積シーケンスは、少なくとも１
つの堆積サイクルを含む。堆積シーケンスによって所望の厚さの薄膜が生成されるまで、
堆積サイクルが繰り返される。
【０００４】
　前駆体種は、加熱された表面の反応部位への化学結合を化学吸着によって形成する。一
般に、１つの前駆体パルス期間中に固体材料の単一分子層のみが各表面に形成されるよう
に条件を揃える。したがって、この成長プロセスは自己終結または飽和する。例えば、第
１の前駆体は、吸着種に付着したまま残ることによって表面を飽和させ、さらなる化学吸
着を防止するリガンドを含むことができる。反応空間の温度は、前駆体分子種が基本的に
そのままの状態で基板（単数または複数）上に化学吸着されるように、使用される前駆体
の凝縮温度より高く、熱分解温度より低く維持される。基本的にそのままの状態でとは、
前駆体分子種が表面に化学吸着されるときに揮発性リガンドが前駆体分子から脱離しうる
ことを意味する。表面は、基本的に、第１の種類の反応部位、すなわち第１の前駆体分子
の吸着種、で飽和する。この化学吸着ステップの後に、一般に第１のパージステップ（パ
ージＡ）が続き、第１の前駆体の余剰蒸気と存在しうる反応副生成物蒸気とが反応空間か
ら除去される。次に、第２の前駆体蒸気が反応空間に導入される。第２の前駆体分子は、
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一般に第１の前駆体分子の吸着種と反応し、これにより所望の薄膜材料が形成される。こ
の成長は、吸着された第１の前駆体の全量が消費されて表面が基本的に第２の種類の反応
部位で飽和すると終了する。次に、第２の前駆体蒸気の余剰分と存在しうる反応副生成物
蒸気とが第２のパージステップ（パージＢ）によって除去される。その後、このサイクル
は、膜が所望の厚さに成長するまで繰り返される。堆積サイクルをより複雑にすることも
できる。例えば、堆積サイクルは、パージステップによってそれぞれ分離された３つ以上
の反応物蒸気パルスを含むことができる。これら全ての堆積サイクルによって、演算論理
装置またはマイクロプロセッサによって制御される１つの調時式堆積シーケンスが形成さ
れる。
【０００５】
　ＡＬＤによって成長させた薄膜は緻密であり、ピンホールがなく、厚さが均一である。
例えば、ＴＭＡとも称されるトリメチルアルミニウム（ＣＨ３）３Ａｌと水とから２５０
～３００℃で成長させた酸化アルミニウムは、通常、１００～２００ｍｍのウェーハ全体
にわたる不均一性が約１％である。ＡＬＤによって成長させた金属酸化物薄膜は、ゲート
絶縁膜、エレクトロルミネセンス表示装置の絶縁体、キャパシタ絶縁膜、および不動態化
層に適している。ＡＬＤによって成長させた金属窒化物薄膜は、デュアルダマシン構造な
どの拡散障壁に適している。
【０００６】
　さまざまなＡＬＤ反応炉におけるＡＬＤプロセスに適した前駆体は、参照によって本願
明細書に援用するものとする、例えばＲ．プールネン（Ｒ．Ｐｕｕｒｕｎｅｎ）のレビュ
ー記事「原子層堆積の界面化学：トリメチルアルミニウム／水プロセスのケーススタディ
（Surface chemistry of atomic layer deposition: A case study for the trimethylal
uminium/water process）」、ジャーナル・オブ・アプライド・フィジクス（J. Appl. Ph
ys.）、第９７（２００５）巻、ｐ．１２１３０１に開示されている。
【０００７】
　一般的な反応炉において、ＡＬＤ堆積サイクルは、単一のウェーハまたは基板に適用さ
れる。この種の単一ウェーハ処理は、研究開発用には十分かもしれないが、採算のとれる
量産のための製品スループットや平均サービス間隔などの要件を満たさない。
【０００８】
　参照によりその内容を本願明細書に援用するものとする、２００８年５月２７日に出願
され、本出願と同じ譲受人に譲渡された米国特許出願第１２／１５４，８７９号は、ＡＬ
Ｄ反応炉のスループットを向上させる解決策を提示している。その解決策においては、ス
ループットを向上させるために、一回分の基板群が基板ホルダに担持されて鉛直流型反応
炉に装填され、反応炉内の一回分の基板群の全てが同時に処理される。これは、単一基板
用反応炉に比べ、量産に向けての大きな前進を示すが、スループットをさらに向上させる
必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許出願第１２／１５４，８７９号
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】Ｒ．プールネン（Ｒ．Ｐｕｕｒｕｎｅｎ）のレビュー記事「原子層堆積
の界面化学：トリメチルアルミニウム／水プロセスのケーススタディ（Surface chemistr
y of atomic layer deposition: A case study for the trimethylaluminium/water proc
ess）」、ジャーナル・オブ・アプライド・フィジクス（J. Appl. Phys.）、第９７（２
００５）巻、ｐ．１２１３０１
【摘要】
【００１１】
　本発明の第１の側面によると、
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　あるパターンの相互位置関係で載置された複数の原子層堆積（ＡＬＤ）反応炉であって
、各ＡＬＤ反応炉はＡＬＤ処理のために一回分の基板群を収容するように構成され、上部
からアクセス可能な反応室が各ＡＬＤ反応炉に設けられた、複数のＡＬＤ反応炉と、
　把持部と移動用構成とを備えた装填用ロボットであって、上記複数のＡＬＤ反応炉の各
々への装填のために複数の装填シーケンスを実行するように構成された装填用ロボットと
、
を備えたＡＬＤ反応炉システムであって、各装填シーケンスは、
　収納域または棚において一回分の基板群を担持している基板ホルダを上記把持部によっ
て取り上げることと、
　上記基板ホルダを上記一回分の基板と共に当該ＡＬＤ反応炉の反応室に上記移動用構成
によって移動させることと、
を含む、ＡＬＤ反応炉システムが提供される。
【００１２】
　いくつかの実施形態において、上記装填用ロボットは、各装填シーケンスにおいて、上
記基板ホルダを上部から反応室に鉛直に、別の装填室を通さずに、降ろすように構成され
る。本システムのＡＬＤ反応炉の数は、２つまたは３つ、またはそれ以上、にしてもよい
。
【００１３】
　いくつかの実施形態においては、複数のウェーハが事前充填されたカセットが装填用ロ
ボットによって装填され、かつ取り出される。
【００１４】
　いくつかの実施形態において、これらの基板は、シリコンウェーハなどの半導体ウェー
ハ、例えば３～１２インチのウェーハ、である。
【００１５】
　いくつかの実施形態において、これらの基板は、２～１０ｍｍの金属、ガラス、または
シリカ球などの三次元部品を１０～１０００００個備え、装填シーケンス、堆積プロセス
、および取り出しシーケンスの間、これらの基板は事前充填されたカセット内にある。
【００１６】
　いくつかの実施形態において、各ＡＬＤ反応炉は、
　反応炉蓋、または反応室蓋に一体化された真空室蓋、を備える蓋システムと、
　反応室への装填のために上記蓋システムを吊り上げるように構成された吊り上げ構成と
、
を備える。
【００１７】
　いくつかの実施形態において、ＡＬＤ反応炉システムは、上記複数のＡＬＤ反応炉と、
装填用ロボットと、収納域または棚とを取り囲む、ＨＥＰＡ（ｈｉｇｈ　ｅｆｆｉｃｉｅ
ｎｃｙ　ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　ａｉｒ）フィルタフードなどの、高性能の微粒子除去
エアフィルタフードを備える。
【００１８】
　いくつかの実施形態において、装填用ロボットは、ＡＬＤ処理後に上記複数のＡＬＤ反
応炉の各々からの取り出しのために複数の取り出しシーケンスを実行するようにさらに構
成され、各取り出しシーケンスは、
　ＡＬＤ処理された一回分の基板群を担持している基板ホルダを上記把持部によって当該
ＡＬＤ反応炉から取り上げることと、
　上記基板ホルダをＡＬＤ処理された一回分の基板群と共に上記収納域または棚に上記移
動用構成によって移動させることと、
を含む。
【００１９】
　本発明の第２の側面によると、
　あるパターンの相互位置関係で載置された複数のＡＬＤ反応炉であって、各ＡＬＤ反応
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炉はＡＬＤ処理のために一回分の基板群を収容するように構成され、上部からアクセス可
能な反応室が各ＡＬＤ反応炉に設けられた、複数のＡＬＤ反応炉を作動させることと、
　上記複数のＡＬＤ反応炉の各々への装填のために複数の装填シーケンスを装填用ロボッ
トによって実行することと、
を含む方法であって、各装填シーケンスは、
　収納域または棚において一回分の基板群を担持している基板ホルダを取り上げることと
、
　上記基板ホルダを上記一回分の基板群と共に当該ＡＬＤ反応炉の反応室に移動させるこ
とと、
を含む、方法が提供される。
【００２０】
　いくつかの実施形態においては、各装填シーケンスにおいて、上記基板ホルダは上記装
填用ロボットによって上部から反応室に鉛直に、別の装填室を通らずに、降ろされる。
【００２１】
　いくつかの実施形態において、本方法は、上記複数のＡＬＤ反応炉と、装填用ロボット
と、上記収納域または棚とを取り囲むために、ＨＥＰＡフィルタフードなどの高性能の微
粒子除去エアフィルタフードを配置することを含む。
【００２２】
　いくつかの実施形態において、上記装填シーケンスは、人間オペレータなしに、単一の
ロボットによって実行される。
【００２３】
　いくつかの実施形態において、本方法は、ＡＬＤ処理後に上記複数のＡＬＤ反応炉の各
々からの取り出しのために複数の取り出しシーケンスを装填用ロボットによって実行する
ことをさらに含み、各取り出しシーケンスは、
　ＡＬＤ処理された一回分の基板群を担持している基板ホルダを当該ＡＬＤ反応炉から取
り上げることと、
　上記基板ホルダをＡＬＤ処理された一回分の基板群と共に上記収納域または棚に移動さ
せること、
を含む。
【００２４】
　あらゆる実施形態において複数のＡＬＤ反応炉を設ける必要はなく、いくつかの実施形
態においては単一のＡＬＤ反応炉で十分であろう。したがって、本発明のさらに別の側面
は、
　原子層堆積（ＡＬＤ）処理のために一回分の基板群を収容するように構成されたＡＬＤ
反応炉であって、上部からアクセス可能な反応室を備えたＡＬＤ反応炉と、
　把持部と移動用構成とを備えた装填用ロボットであって、上記ＡＬＤ反応炉への装填の
ための装填シーケンスを実行するように構成された装填用ロボットと、
を備えるＡＬＤ反応炉システムであって、上記装填シーケンスは、
　収納域または棚において一回分の基板群を担持している基板ホルダを上記把持部によっ
て取り上げることと、
　上記基板ホルダを上記一回分の基板群と共にＡＬＤ反応炉の反応室に上記移動用構成に
よって移動させることと、
を含む、ＡＬＤ反応炉システムを提供する。
【００２５】
　本発明のいくつかの側面および／または実施形態の利点は、ＡＬＤ反応炉におけるスル
ープットの向上、費用効率の向上、およびＡＬＤ反応炉への装填（および取り出し）時間
の短縮を含む。
【００２６】
　以下、本発明の詳細な説明および本明細書本文に添付の特許請求の範囲において、本発
明のさまざまな例示的実施形態を説明する。本発明の選択された側面に言及して各実施形
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態を説明する。当業者は、本発明の何れかの実施形態を同じ側面に含まれる他の実施形態
（単数または複数）と組み合わせてもよいことを理解されるであろう。さらに、何れかの
実施形態を他の側面に、単独で、または他の実施形態（単数または複数）との組み合わせ
で、適用することもできる。
【００２７】
　次に、添付図面を参照しながら本発明を単なる例示として説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】一実施形態によるＡＬＤ反応炉システムの装填用ロボットを示す。
【図２】一実施形態による把持構成を示す。
【図３】一代替実施形態を示す。
【図４】一実施形態によるＡＬＤ反応炉システムの各部を示す。
【図５】一実施形態による吊り上げ機構を示す。
【図６】一実施形態によるＡＬＤ反応炉システムのレイアウトを示す。
【詳細な説明】
【００２９】
　ＡＬＤ成長メカニズムの基本は、当業者には公知である。ＡＬＤ法の詳細は、本特許出
願の導入部にも説明されている。ここでは、これらの詳細を繰り返さないが、その点に関
しては、導入部を参照されたい。
【００３０】
　図１は、一実施形態によるＡＬＤ反応炉システムの装填用ロボットの一例を示す。装填
用ロボット１１０は、基部１０５に取り付けられ、相互に回転可能に取り付けられた１組
のアーム１１１～１１４を備える。アーム１１１～１１４は、所望の動きが得られるよう
に、電子制御システム（図示せず）によって制御される。
【００３１】
　装填用ロボット１１０は、アーム１１１の下部１１１ａから基部１０５に、ボルトまた
は他の適切な取り付け具によって、取り付けられる。アーム１１１の上部１１１ｂとそこ
に取り付けられた装填用ロボット１１０の他の部分とは、矢印１５１によって示されてい
るように、水平面での回転が可能である。アーム１１２は、継ぎ手によってアーム１１１
に取り付けられ、矢印１５２によって示されているように、回転軸Ａを中心に回転可能で
ある。アーム１１３は、継ぎ手によってアーム１１２に取り付けられ、矢印１５３によっ
て示されているように、回転軸Ｂを中心に回転可能である。アーム１１４は、継ぎ手によ
ってアーム１１３に取り付けられ、矢印１５４によって示されているように、回転軸Ｃを
中心に回転可能である。アーム１１４は、矢印１５５によって示されているように、自身
の縦軸を中心とした回転も可能である。
【００３２】
　図１に示され、図２により詳細に示されているアーム１１４は、一回分の基板群１３０
を担持している基板ホルダ１２０を把持するためのＴ字形の構造を備える。一回分とは、
図１および図２には単一の基板１３０のみが示されているが、一般には、鉛直に載置され
た数枚の基板（すなわち、それぞれの表面が鉛直面を形成する複数の基板）を含む。一回
分の基板の数は、実施形態およびＡＬＤ反応炉のサイズに応じて、１０枚または数１０枚
の基板から数百枚の基板に及んでもよい。米国特許出願第１２／１５４，８７９号に示さ
れているように、これらの基板を互いに位置合わせして基板ホルダ１２０内に一列に配置
でき、このように一列に配置すると、基板を互いに並行にさせることができる。これらの
基板は基板ホルダ１２０によって支持される。反応空間の効率を向上させるために、基板
間の間隔は小さい。ただし、この間隔は、前駆体流が基板間に適正に入り込めるように十
分大きい。いくつかの実施形態において、ほぼ均一な間隔は、一般には１～１０ｍｍの範
囲から選択され、一実施形態においては２～５ｍｍの範囲から選択される。
【００３３】
　Ｔ字形の構造は、図２に示すように、アーム１１４と、これに直角なバー２１５とを備
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えてもよい。バー２１５は、基板ホルダ１２０側の対応する吊り上げ部すなわちフック２
１４に嵌入する突起２２５をその両端に有してもよい。この場合、これらの突起２２５は
、基板ホルダを担持する。あるいは、代替構造を提供するために、アーム１１４の端部を
図３に示すような形状にすることもできる。この実施形態において、アーム１１４は２つ
の指状部分を含み、これらの指状部分は、指状部分に直角なバーによって結合される。こ
のバーが各指状部分を通って突出するため、各突起３２５が基板ホルダ１２０側の対応す
る吊り上げ部すなわちフック２１４に嵌入する。基板ホルダ１２０を担持するためのアー
ム１１４の他の代替案も可能であり、実施形態に応じて実装可能である。
【００３４】
　基板ホルダ１２０の材料として、一般に、ステンレス鋼、ニッケル、チタン、炭化ケイ
素（例えば、化学物質蒸気の含浸により黒鉛から製造したＳｉＣ）または石英が挙げられ
る。一実施形態においては、基板ホルダ１２０を使用する前に、ホルダ表面を腐食性のソ
ース化学物質に対して保護するために、基板ホルダ１２０を非晶質薄膜（例えば１００～
２００ｎｍのＡｌ２Ｏ３）によって被覆する。
【００３５】
　図４は、一実施形態によるＡＬＤ反応炉システムの各部を示す。このシステムは、第１
のＡＬＤ反応炉４８１を備えた第１のＡＬＤ反応炉キャビネット４０１を備える。ＡＬＤ
反応炉４８１は、上部からアクセス可能な鉛直流型反応炉であるが、他のＡＬＤ反応炉構
成も可能である。一実施形態において、反応炉４８１は、ラウンドフィッティング、例え
ば複数のフランジをニップルにボルト止めしたＩＳＯフルニップルやＣＦフィッティング
または同様のもの、によって形成された真空室を備える。フィッティングの幅は、実施形
態に応じて一回分の１００～３００ｍｍのウェーハ群のための反応室と複数のヒータとを
収容するのに十分な大きさである。一実施形態において、反応炉の蓋は、真空室の蓋４６
１が反応室の蓋４６２に一体化され、これにより蓋システムが形成されるように、構成さ
れる。この蓋システムは、吊り上げ機構４７０によって上昇および下降させることができ
る。吊り上げ機構４７０は、空圧式昇降機によって作動可能であり、その動きはコンピュ
ータ（図示せず）によって制御可能である。他の複数の実施形態においては、空圧式昇降
機の代わりに、ステッピングモータを使用できる。
【００３６】
　図４に示すシステムは、ＡＬＤ反応炉４８１と同様な（ただし、図４には、その蓋のみ
が示されている）第２のＡＬＤ反応炉を備えた第２のＡＬＤ反応炉キャビネット４０２と
、これらのＡＬＤ反応炉の間に載置された装填用ロボット１１０とをさらに備える。装填
用ロボットは、図４に示す例においてはキャビネット４１０によって形成された基部に取
り付けられている。単一の装填用ロボット１１０が上記の両ＡＬＤ反応炉のために働く（
装填および取り出しを行う）が、一代替実施形態において、ＡＬＤ反応炉システムは、２
台のＡＬＤ反応炉ではなく、１台のＡＬＤ反応炉のみを備えることができる。
【００３７】
　図４に示す例において、装填用ロボット１１０は、ＡＬＤ反応炉４８１への装填中であ
る。一実施形態において、ＡＬＤ反応炉４８１は通気されて、堆積圧力（一般に１～１０
ｈＰａ）から室内圧力（一般に９５０～１０５０ｈＰａ）になっている。一回分の基板群
は同時に装填される。ＡＬＤ反応炉４８１の蓋（または組み合わされた蓋システム）は吊
り上げ機構４７０によって上方位置に吊り上げられ、反応室の内部空間が露出されている
。これは、図５により詳細に示されている。この図において、参照符号５８５は、反応室
の内部空間を示す。
【００３８】
　装填用ロボット１１０は、装填ステーション（図示されていない装填空間／収納域また
は架／棚）においてＡＬＤ処理対象の一回分の基板群を担持している基板ホルダ１２０を
受け取る、または把持する。実際には、装填用ロボット１１０は、その把持部、すなわち
適切な突起（単数または複数）２２５または３２５あるいは同様のものを有するアーム１
１４、によって、基板ホルダ１２０を把持してもよい。装填用ロボット１１０の動きは、
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電子制御システム（図示せず）によって制御され、これにより基板ホルダ１２０を基板群
１３０と共に移動させるための移動用構成となる。装填用ロボット１１０は、基板ホルダ
１２０を一回分の基板群１３０と共に装填ステーションからＡＬＤ反応炉４８１に向けて
運ぶ。ＡＬＤ反応炉４８１の至近距離において、装填用ロボット１１０は、反応室に通じ
る開口の上方で主に水平方向に基板ホルダ１２０を移動させる。その後、装填用ロボット
１１０は、基板ホルダ１２０を一回分の基板群１３０と共に主に鉛直方向に反応室の底に
降ろす。その後直ちに、装填用ロボット１１０は、基板ホルダ１２０の把持を解放し、ア
ーム１１４を反応炉から遠ざける。反応炉の蓋は、吊り上げ機構４７０によって閉位置に
降ろされる。反応室は、室内圧力から真空になるまで排気される。処理圧力は、窒素ガス
などの不活性ガス流によって、一般に約１～１０ｈＰａに調整される。基板温度は、（高
温壁）反応室の内部において処理温度（一般に約＋８０～＋５００℃）に安定化させるこ
とができる。
【００３９】
　第１のＡＬＤ反応炉４８１は、装填された一回分の基板群１３０に対して（所望数のＡ
ＬＤ堆積サイクルを含む）ＡＬＤ処理を行う。ＡＬＤ処理の後、反応室は室内圧力になる
まで通気され、反応炉の蓋は吊り上げ機構４７０によって上方位置に持ち上げられ、装填
用ロボット１１０は基板ホルダ１２０をＡＬＤ処理された一回分の基板群１３０と共にＡ
ＬＤ反応炉から取り出す。装填用ロボット１１０は、基板ホルダ１２０を上記一回分の基
板群１３０と共に取り出しステーションに運ぶ（取り出しステーションは、上記の装填ス
テーションと同じステーションでもよいが、異なるステーションでもよい）。装填および
取り出し操作は、単一の装填用ロボット１１０によって行うことができる。ＡＬＤ反応炉
（単数または複数）と装填用ロボットとは、適正な操作シーケンスを実行するために、適
切な電子回路を通じて互いに通信し合う。
【００４０】
　システムの第２のＡＬＤ反応炉および何れか他のＡＬＤ反応炉への装填および取り出し
は、同様に行われる。全てのＡＬＤ反応炉への装填を最初に行ってから、これらのＡＬＤ
反応炉の何れかにおいてＡＬＤ処理を開始することができる。あるいは、装填用ロボット
１１０は、適切な操作スケジュールに従って、特定のＡＬＤ反応炉への装填または取り出
しを、他のＡＬＤ反応炉が処理中のときに行うこともできる。
【００４１】
　図６は、一実施形態によるＡＬＤ反応炉システムのレイアウトを示す。このシステムは
、あるパターンの相互位置関係で載置された複数のＡＬＤ反応炉を備えている。この例に
おいて、反応炉の数は３つであり、三角形のパターンである。単一の装填用ロボット１１
０が、ＡＬＤ反応炉６０１、６０２、および６０３のそれぞれに対して働く。ロボット１
１０は、事前充填された基板ホルダ（またはカセット）１２０を反応炉６０１～６０３の
うちの１つに装填するために、基板ホルダ（またはカセット）１２０を収納域または架６
０６から取り上げ、ＡＬＤ処理後に元の場所に戻し、次の事前充填された基板ホルダ（ま
たはカセット）１２０を取り上げる。
【００４２】
　一実施形態において、収納域または架６０６は、基板ホルダ（単数または複数）を装填
用ロボットにとって最適な取り扱い位置に設定するための、スライドテーブルなどの電子
制御の位置決めテーブルを備える。
【００４３】
　この実施形態においては、他の複数の実施形態にも適用可能であるが、反応炉または基
板ホルダ（単数または複数）への不純物粒子の侵入を防ぐための高性能の微粒子除去エア
（ＨＥＰＡ：ｈｉｇｈ　ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　ａｉｒ）フィ
ルタフード６９０がＡＬＤ反応炉システム（反応炉、装填用ロボット、および収納域また
は棚）を取り囲むように配置される。このようにして、局所的なクリーンルームを作成す
ることができる。一実施形態において、清浄空気は、好ましくは層流を形成するように、
フード天井部から床に向けて吸排気される。局所的クリーンルームは、例えば、より大き
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な室内に構成することもできる。装填、ＡＬＤ処理、および取り出し操作は、この局所的
クリーンルーム内に人間オペレータを常駐させずに、局所的クリーンルーム内で装填用ロ
ボットとＡＬＤ反応炉（単数または複数）とによって行われる。
【００４４】
　上述の通り種々の実施形態を提示してきたが、本明細書においては、単語「備える／収
容する／含む」は何れも、意図的な排他性のない非限定的な表現であることを理解された
い。
【００４５】
　以上の説明では、本発明を実施するために本発明者らが現時点で考えた最良の態様の詳
細かつ有益な説明を本発明の特定の実装および実施形態の非制限的な例として提供した。
ただし、本発明は上に示した実施形態の詳細に制約されるものではなく、本発明の特徴か
ら逸脱することなく同等の手段を用いて他の実施形態での実施も可能であることは当業者
には明らかである。
【００４６】
　さらに、上述に開示した本発明の実施形態の特徴のいくつかは、他の特徴を同様に使用
することなく効果的に使用できる。したがって、上記説明は本発明の原理の単なる例に過
ぎず、本発明を限定するものではないと考えられるべきである。したがって、本発明の範
囲は、添付の特許請求の範囲によってのみ制約される。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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